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令和７年第８回仁木町教育委員会定例会会議録

令和７年８月 25 日、仁木町役場｢応接室｣において、第８回仁木町教育委員会定例会を

開催。

●出 席 委 員 岩井教育長、加藤教育長職務代理者、渡委員、朝山委員、

●会議に参与したもの 和田次長、岩井係長

岩井教育長

全員

岩井教育長

全員

岩井教育長

和田次長

岩井教育長

全員

岩井教育長

全員

岩井教育長

午前９時 26 分、開会を宣言。出席者は教育長及び教育委員４名であ

り、過半数に達しており、会議は成立した旨を宣する。

日程第１、会期決定を上程。会期は、本日１日限りとする旨を宣する。

日程第２、会議録承認について上程。

異議なきか問う。

なし。

日程第２、会議録承認について承認する旨を宣する。

日程第３、教育長事務報告について上程。

議案により 20 件について説明。

質疑なきか問う。

なし。

日程第３、教育長事務報告について承認する旨を宣する。

日程第４、議案第１号 仁木町就学義務施行規則の一部改正に関する

件について、日程第５、議案第２号 仁木町立小・中学校児童生徒に対

する通学費補助に関する規則の一部改正に関する件について、日程第

６、議案第３号 仁木町不登校等児童・生徒支援会議設置要綱の一部改

正に関する件について、日程第７、議案第４号 仁木町スポーツサポー

ター登録要綱の一部改正に関する件について、日程第８、議案第５号

仁木町山村開発センター設置条例施行規則の一部改正に関する件につ

いて一括上程。

事務局に説明を求める。

議案により説明。

質疑なきか問う。

なし。

日程第４、議案第１号 仁木町就学義務施行規則の一部改正に関する

件について承認することに、異議なきか問う。

なし。

日程第４、議案第１号 仁木町就学義務施行規則の一部改正に関する

件について承認する旨を宣する。

日程第５、議案第２号 仁木町立小・中学校児童生徒に対する通学費

補助に関する規則の一部改正に関する件について承認することに、異議
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全員

岩井教育長

全員

岩井教育長

全員

岩井教育長

全員

岩井教育長

和田次長

岩井教育長

全員

岩井教育長

全員

岩井教育長

なきか問う。

なし。

日程第５、議案第２号 仁木町立小・中学校児童生徒に対する通学費

補助に関する規則の一部改正に関する件について承認する旨を宣する。

日程第６、議案第３号 仁木町不登校等児童・生徒支援会議設置要綱

の一部改正に関する件について承認することに、異議なきか問う。

なし。

日程第６、議案第３号 仁木町不登校等児童・生徒支援会議設置要綱

の一部改正に関する件について承認する旨を宣する。

日程第７、議案第４号 仁木町スポーツサポーター登録要綱の一部改

正に関する件について承認することに、異議なきか問う。

なし。

日程第７、議案第４号 仁木町スポーツサポーター登録要綱の一部改

正に関する件について承認する旨を宣する。

日程第８ 議案第５号 仁木町山村開発センター設置条例施行規則

の一部改正に関する件について承認することに、異議なきか問う。

なし。

日程第８ 議案第５号 仁木町山村開発センター設置条例施行規則

の一部改正に関する件について承認する旨を宣する。

日程第９ 議案第６号 令和７年度余市郡仁木町一般会計補正予算

（第３号）のうち、教育費に関する件について上程。

事務局に説明を求める。

議案により説明。

令和７年度学校給食受託収入に関しまして、赤井川村の負担金につい

ては当初予算をお伝えしていますが、５月に行われる学校基本調査によ

り児童生徒、教員数が確定し、修正したところによる減額です。精算金

に関しましては、令和６年度の人事院勧告に伴い会計年度任用職員の人

件費が増えたことから精査した結果、赤井川村の負担金が２万９千円の

増額となっております。

質疑なきか問う。

なし。

日程第９、議案第６号 令和７年度余市郡仁木町一般会計補正予算

（第３号）のうち、教育費に関する件について承認する旨を宣する。

日程第 10、協議案第１号 当面する教育諸問題に関する件について上

程。

本件について、秘密会として取り扱うことに異議なきか問う。

なし。

１番 当面する教育諸問題に関する件について承認する旨を宣する。
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（閉会 午前 10 時 20 分）

以上、会議の経過を記録したものであるが、相違ないことを認め、ここに署名する。

朝山委員

岩井教育長

朝山委員

渡委員

岩井教育長

２番 当面する行事日程について説明。

令和７年度第９回仁木町教育委員会定例会の日程は９月 19 日(金)９

時 30 分から開催することといたします。

３番 その他について説明。

質疑なきか問う。

他町村の話ですが昨今の物価高騰などにより、義務教育学校の建設が

できない状況になってしまったという記事を見ました。他の施設におい

ても入札を行っても業者が見つからず金額を上乗せし、設計も変更しや

っと業者が見つかったという状況にあると聞いており非常に心配なと

ころです。

仁木町の義務教育学校でも同じことが起きる可能性はありますか。

入札してみないとわからないですが、設計コンサルが物価上昇等見込

んだ金額を算出しますが、その金額や工程では受けないという業者が増

えてきています。

金額を上乗せしたら業者が見つかる可能性は高いのでしょうか。

北海道で決められた金額があり、補助金の関係等から単純に上乗せす

るのが難しく、悩ましい状況です。

建築資材は高止まりしたようですが、設備関係はまだこれから高騰し

ていくようです。

他に質疑なきか問う。

なし。

日程第 10、協議案第１号 当面する教育諸問題に関する件について協

議を終了する旨を宣する。

他になきことを認め、令和７年第８回仁木町教育委員会定例会を、閉

会する旨を宣する。


